
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

（指摘事項等） （対応）

○重度心身障害者歯科診療施設の運営に要する経費に対して患者数の受入件数に応じた助成を行い、重度心身障害者歯科診療

体制の確保と充実を図る。　　要望に対する補助実施件数の割合　4／4件

　　　　　　　　　　[ 補助事業者 ]　　昭和伊南総合病院、松本歯科大学病院、長野赤十字病院、国保浅間総合病院

3,836 3,640 0

（予算案）

重度心身障害者歯科診療施設運営事業 補助金 重度心身障害者歯科診療施設への運営費補助

合計

H25 H26

（当初）

3,836 3,640
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施策の総合的展開

６－１　健康で長生きできる地域づくり    

目指す姿

現状

◎重度心身障害者歯科診療施設（県内４カ所に設置）

   通常の歯科診療を受け入れ難い重度心身障害者に対する歯科診療体制の確保を図るため、知事が要請し、専門的診療体制を確

保した施設。

　　　  ・昭和伊南総合病院（伊南行政組合）

　　　　・松本歯科大学病院（学校法人松本歯科大学）

　　　　・長野赤十字病院（日本赤十字社長野県支部）

　　　　・国保浅間総合病院（佐久市）

県が関与

する理由

重度心身障害者の歯科診療は、診療従事者が多数必要になるとともに、患者１人当たりの診療時間も長時間を要する等不採算部門で

あるため、県が要請した重度心身障害者歯科診療施設の運営に要する経費（給与費、材料費等）に対して助成し、重度心身障害者歯

科診療体制の確保と充実を図る。

県関与の必要性あり

【左記の説明、根拠法令等】

　通常の歯科診療では対応が困難な重度心身障害者に対する歯科診療体制の確保を図るた

めに専門的診療体制を確保するよう知事が要請した施設への補助であるため。

４　医療施策の充実 実施期間 H17 ～

困難県民との協働による実施：

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

（要求）

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

予

算

額

前年度繰越

3,640

合計（A) 3,836 3,836 3,640 0

要望に対する補助

の実施件数の割合

3/3件 4/4件

H27

目標

補正予算

Aの

財源

当初予算 3,836 3,836 3,836

3,836

目標 成果 達成状況

項目

H25末

（見込）

3,836 3,836 3,836 3,640 0

23年度 24年度 25年度

H26

概　算

人件費

0.02 0.02 0.02 0.02

165

3,539 3,159

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 3,704 3,324 4,001 3,805

165 165 165 0
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区　　分（単位：千円）


